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第78号　　　　　 平成16年4月1日

財団法人 新 潟 県 教 職 員 厚 生 財 団 TEL.025（228）3581
〒951－8516 新潟市東中通1－86 FAX.025（224）8830

URL http://www.koseizaidan.or.jp
E-mail info@koseizaidan.or.jp

KOSEIZAIDAN

新年度を迎え、団員の皆様にはご多用の

日々をお過ごしのことと拝察いたします。

厚生財団は、昨年、盛大に『創立90周年記

念式典』を挙行し、全団員の皆様に記念品を

贈呈いたしました。今後も、財団設立の理念

を大切に、新しい時代に対応できる運営を目

指してまいります。

去る2月12日の評議員会で、平成16年度事

業計画並びに収支予算及び関係諸規程の改定

が承認されました。主な改正点は次のとおり

です。

① 普通厚生費（0.30％）を据え置き、貸

付利率を2.10％に引き下げます。

② 継続団員連絡会を『佐渡』でも開催し

ます。

③ 総合健診を充実させ、補助金を増額し

ます。

④ 毎月お届けする『払込金・残高明細書』

をメールシーラー化します。

次ページ以降に本年度事業の概要を載せま

したのでご覧ください。

役職員一同、福利厚生事業の充実と教育文

化の振興に一層努力いたしますので、今後と

もご支援をお願いいたします。

文・写真　中条町社会教育委員 高橋　与兵衛　様■ 国の重要文化財　乙宝寺の三重塔 (大正12年指定)

新潟県の文化財シリーズ
中条町のシンボル、乙宝寺の三重塔は大正

12年重要文化財に指定されている。江戸初期
の元和6年(1620)、村上城主周防守忠勝公の発
願寄進によるもので、絵様彫刻がなく純和様式
といわれる。屋根は柿葺きでシンプル、均整の
とれた美しい塔である。
越後における中世京都風の、代表的な建築と

して高く評価されている。
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平成16年度 事業計画と収支予算 平成16年度 事業計画と収支予算 平成16年度 事業計画と収支予算 

平成16年2月12日開催の評議員会において、平成16年度事業計画案及び収支予算
案が、慎重審議の結果承認されましたので、お知らせいたします。

（1）財団事業内容の周知徹底
① 関係機関・友好団体との連携を深めるとともに、広報紙やホームページを活用した広報活
動に努め、財団本旨並びに事業内容の一層の理解を図ります。

（2）資金の確保と安定的運用
① 財団の基盤強化のため、一層の加入促進を図るとともに、正味財産の充実に努めます。
② 経済動向を注意深く見極め、堅実にして安定した資金運用に努めます。さらに、公正な立
場にある監査法人（公認会計士）の指導助言を受け、適正な財務処理に努めます。

（3）団員の要望に応える事業の見直し
① 財団事業を見直し、効率化に努めます。また、普通厚生費贈与率の据え置きと、貸付利率
の引き下げを行い、貸付金の利用促進を図ります。

② 人間ドックの充実を図り、補助金を増額いたします。また、継続団員連絡会を「佐渡」で
も開催いたします。

③ 事務処理の効率化を図り、管理費の節減に努めます。また、「厚生財団払込金・残高明細
書」のメールシーラー化に取り組みます。

④ 公益事業の一層の充実と発展を図ります。また、団体扱いの生命保険がより安定した制度
となるよう、団員の理解と加入者の増加に努めます。

（4）中・長期的視野に立った方針の策定
① 財団社屋問題や財団百年史編纂準備委員会立ち上げのため、調査・資料収集に取り組みます。

◆◆◆平成16年度　財団の事業計画◆◆ ◆

収入・支出　 
76億5,135万円 
収入・支出　 
76億5,135万円 

基本・資金運用収入 
1億8,104万円(2.4％)

事業費 
3億470万円(4.0％)

管理費 
1億8,894万円(2.5％)

貸付金支出 
23億1,100万円 
(30.2％)

厚生資金積立金取崩 
19億5,300万円 
(25.5％)

証券預金支出 
28億4,000万円 
(37.1％)

当期収支差額 
71万円(0.01％)

固定資産取得・予備費 
5,300万円(0.7％)貸付金返済収入 

20億8,057万円 
(27.2％)

厚生資金積立金収入 
24億4,000万円 
(31.9％)

証券預金取崩収入 
26億5,100万円 
(34.6％)

雑収入・分担金等収入 
774万円（0.1％） 

事業収入 
2億9,100万円(3.8％)

収 入  支 出  

収支予算内訳 収支予算内訳 
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平成16年度 改定事項 平成16年度 改定事項 平成16年度 改定事項 

■ 貸付利率を引き下げます。

■ 普通厚生費贈与率は年0.30％に据え置きます。

■ 現職団員は、病気見舞金請求書の添付書類を省略いた
します。

■ 人間ドックの補助金を増額いたします。

■「厚生財団払込金・残高明細書」をメールシーラー化
いたします。

● 宿泊ドック受診 10,000円 15,000円
● 1日ドック受診 6,000円 10,000円
●「肺がん検診」の受診対象を現職団員にも拡大いたしました。

厚生財団
払込金 

年 月 

様 

円 

円 

お　　名
　　前 

前月末の
積立金残

高 
積　　立

　　金 
生　活　

貸　付 

入　学　
貸　付 

学資貸付
(旧)

前月過納
分(－)

前月未納
分(＋)

返済猶予
利子他 

前月の臨
時積立金

 

入　団　
年　月　

日 

貸　付　
金　種　

別 
貸付年月

日 

B表示は
ボーナス

返済分で
す。 

貸付金額
 
円 

区分 

年　　　
月　　　

日 

郡  市  名
 

所 

年払保険
料(　)

1
12

住・宅特別貸付 
住宅・宅地貸付 育休期間利子 

育児休業貸付 グループ保険料 

円です。 

前月の内入金額 

郡市コード 

個人コード 

所属コード 

円 円 

円 

料金別納 
郵　便 

郵　便　は　が　き 

様 

財団法人 

〒951-8516

TEL (025) 228－3581　 FAX (025) 224－8830　 

URL  http：//www.koseizaidan.or.jp

E-mail  info@koseizaidan.or.jp

新潟市東中通１－86－73

新潟県職員厚生財団 

厚生財団払込金・残高明細書 年 月 

様 

円 

円 

お　　名　　前 

前月末の積立金残高 積　　立　　金 生　活　貸　付 結　婚　貸　付 住・宅特別貸付 住宅・宅地貸付 

育休期間利子 育児休業貸付 災　害　貸　付 自  動  車  貸  付 入　学　貸　付 学資貸付(旧)

前月過納分(－) 前月未納分(＋)

返済猶予利子他 月 払 保 険 料 年 金 保 険 料 

今月払込合計額 

グループ保険料 

学資貸付(新)

前月の臨時積立金 

入　団　年　月　日 

B表示はボーナス返済分です。 
ボーナス任意引去額は　　　　　　 　　　　　　　円です。 

年　　　月　　　日 

郡  市  名 所　　　 属　　　 名 郡市コード 個人コード 所属コード 

年払保険料(　)112

円 

各　　種　　貸　　付　　金　　残　　高　　明　　細 
貸　付　金　種　別 貸付年月日 貸付金額 返済月額 返済回数 今月の返済で 今月末の残高 前月の内入金額 

円 円 回 回目 円 円 

区分 

平成16年度

全貸
付資金の利率

平成16年度

全貸
付資金の利率

平成16年度

全貸
付資金の利率

平成16年度

全貸
付資金の利率

年2.10%年2.10%年2.10%年2.10%
・一般資金貸付
生活資金 年 2.31％
自動車資金 年 2.31％
結婚資金 年 2.31％
入学資金 年 2.22％
学資資金 年 2.22％
災害資金 年 2.22％
・住宅・宅地資金貸付年 2.31％

・一般資金貸付
生活資金 年 2.31％
自動車資金 年 2.31％
結婚資金 年 2.31％
入学資金 年 2.22％
学資資金 年 2.22％
災害資金 年 2.22％
・住宅・宅地資金貸付年 2.31％

平成15年度平成15年度
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■ 貸付金をご利用になるときは
借受申込書・借用証書・添付書類（生活資金、

災害資金は除く）を完備されてお申込みくださ

い。

詳細は、財団のホームページを参照されるか、

直接厚生財団にお尋ねください。

■ 特別厚生費の請求はお忘れなく
特別厚生費の請求期限は、請求事由発生から

1年間です。

事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ

新採用職員の紹介 新採用職員の紹介 

氏名　清
せい

田
た

千
ち

里
さと

平成16年4月1日付けで、書
記に採用されました。宜しくお
願いいたします。

三井生命からのお知らせ三井生命からのお知らせ

カエレル生命保険「ザ・ベクトル」は、

みっついい！!

ザ・ベクトルは、ご本人はもちろん、奥さまやお
子さまにも「0泊1日」からの入院保障を提供し、
奥さまについては、ガン・女性疾病時の上乗せ入
院保障も可能です。

2.
ザ・ベクトルは、要介護状態、三大成人病、病気
や事故による障害状態の場合など、「生きるための
保障」に備えることができます。3.

ザ・ベクトルは、ご加入後も人生の変化に合わせ
て保障内容や保険料を見なおすことができ、1人1
人を支えるアフターサービスも満載です。

財団法人新潟県教職員厚生財団様と弊社の生命保険団体取扱いは、平成16年4月1日をもって70年を
迎えました。今後も、団員の皆様のご期待に十分応えるサービス活動を行なってまいります。
また、弊社は、平成16年4月1日に相互会社から株式会社に組織変更を行ないました。株式会社化を

通じて一層盤石な経営基盤を確立してまいります。引き続き、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

◎生命保険に関するお問い合せは、三井生命新潟統括営業部 TEL 025－241－2871へお気軽にどうぞ。

1.

三井生命保険株式会社　〒100-8123 東京都千代田区大手町1-2-3  03（3211）6111（代表）
◎ザ・ベクトルの資料請求は、こちらのホームページまで。http://www.mitsui-seimei.co.jp/

※この広告は、商品の概要を説明しています。
商品の詳細については、「パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

三井H-15-29（16.4）

（注）保障内容の見直しのお取扱いや「要介護状態」「三大成人病」
などの保障範囲には所定の条件がございます。詳しくは「パ
ンフレット」等をご覧ください。

解　決　す　る　保　険 

B E
 S T パ ー ー 

ト ナ 




